
 

 

銚子市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱 

令和６年３月２６日 

銚子市告示第１７号 

 （目的） 

第１条 この要綱は、木造住宅の耐震改修を行う市民に対し、当該耐震改修に要する

費用について、予算の範囲内で木造住宅耐震改修費補助金（以下「補助金」という。）

を交付することにより、銚子市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱（平成１９年銚

子市告示第５４号）に基づく補助制度と相まって、木造住宅の耐震改修の促進を図

り、もって地震による住宅の倒壊等から市民の生命、身体及び財産を保護すること

を目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

 ⑴ 耐震改修 耐震診断により上部構造評点が１．０未満と診断された木造住宅に

ついて、当該評点を１．０以上とすることをいう。 

 ⑵ 耐震改修設計 耐震診断士が、耐震改修のために必要となる工事の設計図書を

作成すること及び当該工事の実施後における木造住宅の上部構造評点を算定する

ことをいう。 

 ⑶ 耐震改修工事 耐震診断士の工事監理の下において、耐震改修設計に基づき行

われる工事をいう。 

 ⑷ 耐震改修工事監理 耐震改修工事の施工の過程において、耐震診断士が設計図

書と照合し、設計図書のとおり実施されているかを確認することをいう。 

⑸ 市税等 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１条第１４号に規定する地

方団体の徴収金であって、市が徴収するものをいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この要綱における用語の意義は、銚子市木造住宅耐



 

 

震診断費補助金交付要綱の例による。 

 （補助金の交付） 

第３条 市長は、木造住宅の耐震改修を行う者に対し、この要綱の定めるところによ

り補助金を交付する。 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（第７条において「補助対象者」とい

う。）は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

 ⑴ 本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。 

 ⑵ 次条の規定により補助金の交付の対象となる木造住宅（以下「補助対象住宅」

という。）を所有し、かつ、当該補助対象住宅に居住していること。 

 ⑶ 市税等を滞納していないこと。 

 （補助対象住宅） 

第５条 補助対象住宅は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす木造住宅とする。 

 ⑴ 本市の区域内に所在すること。 

 ⑵ 一戸建ての専用住宅又は併用住宅（人の居住の用に供する部分の床面積が建築

物の全体の床面積の２分の１以上であるものに限る。）であること。 

 ⑶ 地上階数が２以下であること。 

 ⑷ 昭和５６年５月３１日以前に着手された工事により建築されていること。 

 ⑸ 耐震診断による上部構造評点が１．０未満であること。 

２ 補助金の交付は、一の補助対象住宅につき１回限りとする。 

 （補助金の額等） 

第６条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助金の額及び

限度額は、次の表のとおりとする。 

 

 
 
 



 

 

補助対象経費 補助金の額 限度額 

耐震改修設計、耐震改修

工事及び耐震改修工事監

理に要する合計費用 

補助対象経費の２分の１

に相当する額（その額に

１，０００円未満の端数

が生じたときは、これを

切り捨てた額） 

１００万円 

 

 （耐震改修工事の施工者の要件） 

第７条 補助対象者は、補助金の交付を受けて耐震改修工事を行うときは、次の各号

（耐震改修工事に要する費用の額が５００万円以上である場合にあっては、第１号

に限る。）のいずれかに該当する者に施工させなければならない。 

 ⑴ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する許可（建築工事業又

は大工工事業に係るものに限る。）を受けている者 

 ⑵ １０年以上建築工事に関する実務経験を有する者 

 ⑶ その他市長が適当と認める者 

 （交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下この条及び次条において「申請者」

という。）は、耐震改修設計、耐震改修工事及び耐震改修工事監理に係る契約を締結

する前に、木造住宅耐震改修費補助金交付申請書（別記様式第１号）に次の各号に

掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出する必要

がないと認める書類は、省略することができる。 

⑴  申請者の住民票の写し 

 ⑵ 申請者が市税等を滞納していないことを証する書類 

 ⑶ 耐震改修を行う木造住宅（以下「申請住宅」という。）の登記事項証明書その他

の所有者が確認できる書類 



 

 

 ⑷ 申請住宅の建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項又は第６条

の２第１項の確認済証の写しその他の建築年月日が確認できる書類 

 ⑸ 耐震改修設計、耐震改修工事及び耐震改修工事監理に要する費用の見積書の写

し 

 ⑹ 申請住宅の位置図 

 ⑺ 耐震診断士が受けた診断講習会の修了証の写し又はこれと同等の資格を有する

ことを証する書類 

 ⑻ 申請住宅の耐震診断の結果報告書 

 ⑼ 耐震改修工事を施工する者が前条の要件に該当することを証する書類 

 ⑽ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項本文の規定にかかわらず、申請者が個人情報確認同意書（別記様式第２号）

を市長に提出したときは、同項第１号及び第２号に掲げる書類の提出を省略するこ

とができる。 

３ 第１項の規定による申請は、耐震改修を行う年度の１１月１５日までにしなけれ

ばならない。 

 （交付決定等） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助金の交付の可

否を決定し、木造住宅耐震改修費補助金交付（却下）決定通知書（別記様式第３号）

により申請者に通知するものとする。 

 （耐震改修の完了期限） 

第１０条 前条の規定により補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）を受け

た者（以下「交付決定者」という。）は、耐震改修を交付決定のあった日の属する年

度の１月末日までに完了しなければならない。 

 （立入調査） 

第１１条 市長は、耐震改修工事の内容を確認するため必要があると認めるときは、



 

 

確認が必要となる工程において、当該職員を補助対象住宅に立ち入らせて調査させ

ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による調査において、耐震改修工事を施工する者及び耐震改

修設計又は耐震改修工事監理をした耐震診断士の立会いを求めることができる。 

３ 市長は、第１項の規定による調査において、耐震改修工事が適切に行われていな

いと認めるときは、耐震改修の実施のために必要な指示をすることができる。この

場合において、当該職員に再度の調査をさせることができる。 

４ 第１項及び前項の規定により補助対象住宅に立ち入ろうとする職員は、身分証明

書（別記様式第４号）を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しな

ければならない。 

 （変更申請等） 

第１２条 交付決定者は、交付決定に係る申請の内容を変更しようとするときは、木

造住宅耐震改修費補助金交付申請内容変更承認申請書（別記様式第５号）に次の各

号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める軽

微な変更については、この限りでない。 

 ⑴ 変更の内容を明らかにする書類 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、木

造住宅耐震改修費補助金交付申請内容変更承認（却下）決定通知書（別記様式第６

号）により交付決定者に通知するものとする。 

３ 交付決定者は、耐震改修を中止したときは、速やかに木造住宅耐震改修中止届出

書（別記様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

 （実績報告） 

第１３条 交付決定者は、耐震改修が完了したときは、速やかに木造住宅耐震改修実

績報告書（別記様式第８号）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなけれ



 

 

ばならない。ただし、市長が提出する必要がないと認める書類は、省略することが

できる。 

 ⑴ 補助対象経費に係る契約書又は請書の写し 

 ⑵ 補助対象経費の領収書の写し 

 ⑶ 耐震改修設計による設計図書及び当該設計図書に基づく上部構造評点を算定し

た書類 

 ⑷ 耐震改修工事の施工前、施工中及び施工後における工事箇所の写真並びに主要

な材料の写真 

 ⑸ 耐震改修工事監理の工事監理報告書 

 ⑹ その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１４条 市長は、前条の規定による報告があったときは、交付すべき補助金の額を

確定し、木造住宅耐震改修費補助金額確定通知書（別記様式第９号）により交付決

定者に通知するものとする。 

 （交付請求） 

第１５条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を請求しよう

とするときは、木造住宅耐震改修費補助金交付請求書（別記様式第１０号）を市長

に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し等） 

第１６条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交

付決定を取り消し、又は交付決定の内容を変更することができる。 

 ⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

 ⑵ 第１１条第３項の規定による調査において、耐震改修工事が適切に行われてい

なかったとき。 

 ⑶ 第１２条第２項の規定による承認をした場合において、必要と認めるとき。 



 

 

 ⑷ 第１２条第３項の規定による届出があったとき。 

 ⑸ 耐震改修が交付決定のあった日の属する年度の１月末日までに完了しないとき。 

 ⑹ 偽りその他不正な手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消し、又は交付決定の内容を変更した

場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返

還させることができる。 

 （補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の日から平成２４年７月８日までの間における第４条第１号及び

第８条第１項第１号の規定の適用については、第４条第１号中「住民基本台帳に記

録され」とあるのは「住民基本台帳に記録され、又は本市の外国人登録原票に登録

され」と、第８条第１項第１号中「住民票の写し」とあるのは「住民票の写し又は

外国人登録原票記載事項証明書」とする。 

   附 則 

 この告示は、令和６年４月１日から施行する。 


